
【食品衛生法】（昭和２２年１２月２４日法律第２３３号）（抄） 

 

（営業施設の基準） 

第５１条 厚生労働大臣は、営業（器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法

律第２条第５号に規定する食鳥処理の事業（第５４条及び第５７条第１項において「食鳥処理の事業」という。）を除く。）

の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置（以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。）について、

厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 

１ 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 

２ 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組（小規模な営業者（器具又は容器包

装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。

次項において同じ。）その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組）に関すること。 

② 営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定

め、これを遵守しなければならない。 

③ 都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第１項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必

要な規定を定めることができる。 

 

第５４条 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業（食鳥処理の事業を除く。）であつて、政令で定めるものの施

設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 

 

（営業の許可） 

第５５条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けな

ければならない。 

② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしな

ければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を

与えないことができる。 

１～３（略） 

③ 都道府県知事は、第１項の許可に５年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる 

 

 

【食品衛生法施行規則】（昭和２３年厚生省令第２３号）（抄） 

第６６条の２ 法第５１条第１項第１号（法第６８条第３項において準用する場合を含む。）に掲げる事項に関する同項の

厚生労働省令で定める基準は、別表第１７のとおりとする。 

② 法第５１条第１項第２号（法第６８条第３項において準用する場合を含む。）に掲げる事項に関する同項の厚生労働省

令で定める基準は、別表第１８のとおりとする。 

 

第６６条の７ 法第５４条に規定する厚生労働省令で定める基準は、令第３５条各号に掲げる営業（同条第２号及び第６

号に掲げる営業を除く。）に共通する事項については別表第１９、同条各号に掲げる営業ごとの事項については別表第２０、

法第１３条第１項の規定に基づき定められた規格又は基準に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基

準にあつては別表第１９及び別表第２０の基準に加え、別表第２１のとおりとする。 

 

 

別表第１７（第６６条の２第１項関係） 

１ 食品衛生責任者等の選任 

イ 法第５１条第１項に規定する営業を行う者（法第６８条第３項において準用する場合を含む。以下この表において「営

業者」という。）は、食品衛生責任者を定めること。ただし、第６６条の２第４項各号に規定する営業者についてはこの限

りではない。なお、法第４８条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができる。 



ロ 食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。 

（１）～（３）（略） 

ハ 食品衛生責任者は次に掲げる事項を遵守すること。 

（１） 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知

見の習得に努めること（法第５４条の営業（法第６８条第３項において準用する場合を含む。）に限る。）。 

（２） 営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。 

ニ 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。 

ホ 食品衛生責任者は、第６６条の２第３項に規定された措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対

し必要な意見を述べるよう努めること。 

ヘ ふぐを処理する営業者にあつては、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府

県知事等が認める者にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。 

 

２ 施設の衛生管理 

イ 施設及びその周辺を定期的に清掃し、施設の稼働中は食品衛生上の危害の発生を防止するよう清潔な状態を維持する

こと。 

ロ 食品又は添加物を製造し、加工し、調理し、貯蔵し、又は販売する場所に不必要な物品等を置かないこと。 

ハ 施設の内壁、天井及び床を清潔に維持すること。 

ニ 施設内の採光、照明及び換気を十分に行うとともに、必要に応じて適切な温度及び湿度の管理を行うこと。 

ホ 窓及び出入口は、原則として開放したままにしないこと。開放したままの状態にする場合にあつては、じん埃、ねず

み及び昆虫等の侵入を防止する措置を講ずること。 

ヘ 排水溝は、固形物の流入を防ぎ、排水が適切に行われるよう清掃し、破損した場合速やかに補修を行うこと。 

ト 便所は常に清潔にし、定期的に清掃及び消毒を行うこと。 

チ 食品又は添加物を取り扱い、又は保存する区域において動物を飼育しないこと。 

 

３ 設備等の衛生管理 

イ 衛生保持のため、機械器具は、その目的に応じて適切に使用すること。 

ロ 機械器具及びその部品は、金属片、異物又は化学物質等の食品又は添加物への混入を防止するため、洗浄及び消毒を

行い、所定の場所に衛生的に保管すること。また、故障又は破損があるときは、速やかに補修し、適切に使用できるよう

整備しておくこと。 

ハ 機械器具及びその部品の洗浄に洗剤を使用する場合は、洗剤を適切な方法により使用すること。 

ニ 温度計、圧力計、流量計等の計器類及び滅菌、殺菌、除菌又は浄水に用いる装置にあつては、その機能を定期的に点

検し、点検の結果を記録すること。 

ホ 器具、清掃用機材及び保護具等食品又は添加物と接触するおそれのあるものは、汚染又は作業終了の都度熱湯、蒸気

又は消毒剤等で消毒し、乾燥させること。 

ヘ 洗浄剤、消毒剤その他化学物質については、取扱いに十分注意するとともに、必要に応じてそれらを入れる容器包装

に内容物の名称を表示する等食品又は添加物への混入を防止すること。 

ト 施設設備の清掃用機材は、目的に応じて適切に使用するとともに、使用の都度洗浄し、乾燥させ、所定の場所に保管

すること。 

チ 手洗設備は、石けん、ペーパータオル等及び消毒剤を備え、手指の洗浄及び乾燥が適切に行うことができる状態を維

持すること。 

リ 洗浄設備は、清潔に保つこと。 

ヌ 都道府県等の確認を受けて手洗設備及び洗浄設備を兼用する場合にあつては、汚染の都度洗浄を行うこと。 

ル 食品の放射線照射業にあつては、営業日ごとに１回以上化学線量計を用いて吸収線量を確認し、その結果の記録を２

年間保存すること。 

 

４ 使用水等の管理 



イ 食品又は添加物を製造し、加工し、又は調理するときに使用する水は、水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条

第２項に規定する水道事業、同条第６項に規定する専用水道若しくは同条第７項に規定する簡易専用水道により供給され

る水（別表第１９第３号ヘにおいて「水道事業等により供給される水」という。）又は飲用に適する水であること。ただし、

冷却その他食品又は添加物の安全性に影響を及ぼさない工程における使用については、この限りではない。 

ロ 飲用に適する水を使用する場合にあつては、１年１回以上水質検査を行い、成績書を１年間（取り扱う食品又は添加

物が使用され、又は消費されるまでの期間が１年以上の場合は、当該期間）保存すること。ただし、不慮の災害により水

源等が汚染されたおそれがある場合にはその都度水質検査を行うこと。 

ハ ロの検査の結果、イの条件を満たさないことが明らかとなつた場合は、直ちに使用を中止すること。 

ニ 貯水槽を使用する場合は、貯水槽を定期的に清掃し、清潔に保つこと。 

ホ 飲用に適する水を使用する場合で殺菌装置又は浄水装置を設置している場合には、装置が正常に作動しているかを定

期的に確認し、その結果を記録すること。 

ヘ 食品に直接触れる氷は、適切に管理された給水設備によつて供給されたイの条件を満たす水から作ること。また、氷

は衛生的に取り扱い、保存すること。 

ト 使用した水を再利用する場合にあつては、食品又は添加物の安全性に影響しないよう必要な処理を行うこと。 

 

５ ねずみ及び昆虫対策 

イ 施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことができる状態を維持し、ねずみ及び昆虫の繁殖場所を排除するとと

もに、窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ及び排水溝の蓋等の設置により、ねずみ及び昆虫の施設内への侵入を防止す

ること。 

ロ １年に２回以上、ねずみ及び昆虫の駆除作業を実施し、その実施記録を１年間保存すること。ただし、ねずみ及び昆

虫の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況に関して、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基

づき必要な措置を講ずる等により、その目的が達成できる方法であれば、当該施設の状況に応じた方法及び頻度で実施す

ることができる。 

ハ 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品又は添加物を汚染しないようその取扱いに十分注意すること。 

ニ ねずみ及び昆虫による汚染防止のため、原材料、製品及び包装資材等は容器に入れ、床及び壁から離して保存するこ

と。一度開封したものについては、蓋付きの容器に入れる等の汚染防止対策を講じて保存すること。 

 

１４ その他 

イ （略） 

ロ 製造し、又は加工した製品について自主検査を行つた場合には、その記録を保存するよう努めること。 

 

 

【福岡県食品衛生法施行条例】平成１２年３月２９日（福岡県条例第１７号） 

別表第１ 

３ 施設の構造及び設備 

イ～ト（略） 

チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の

再汚染が防止できる構造であること。 

 


